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午前９時３０分 開会 

 

○議長（枝澤幹太君） 

おはようございます。本日は、令和６年第２回中央広域環境施設組合議会    

定例会にご参集いただき誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は、１７名で、 定足数に達しております。 

よって、令和６年第２回中央広域環境施設組合議会定例会は成立いたしました。 

 ここからは着座にて失礼いたします。只今から令和６年第２回中央広域環境

施設組合議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。はじめ

に報告事項を申し上げます。本日の定例会に、藤本功男議員から欠席の届け出が

ございましたことをご報告いたします。 

 本日の日程は、お手元に配布いたしましたとおりでございます。ご了承を願い

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は会議規則第８０条の規定により、議長におい

て、６番山添純二君、１３番後藤修君を指名いたします。 

 

 ～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日１日限りと決定い

たしました。これより審議にはいります。管理者よりあいさつ並びに提案理由

の説明を求めます。 
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○管理者（町田寿人君） 

皆様、おはようございます。本日は、令和６年第２回中央広域環境施設組合議

会定例会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましては公私

ともにお忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。また、日頃は組合運

営におきまして、格別のご理解とご協力を賜っておりますことにも重ねてお礼

を申し上げます。 

 初めに、阿波市、板野町、上板町の１市２町で進めております中央広域環境施

設組合でのごみ処理についてでございます。８月２９日組合議会臨時会におき

まして改造工事の契約締結をご承認いただき、現在、設計に着手しており９月１

７日には組合職員等と共に処理先である山口県萩市役所を訪問し協議を行って

まいりました。また２８日、２９日には現施設の周辺住民の皆さんに今後の運営

方針を説明し、参加いただいた皆さんから貴重な意見や要望をいただいたとこ

ろであります。積替保管施設整備事業は１市２町のごみを安全で安定的に処理

するためになくてはならない事業でありますので、周辺住民の皆さんは元より

組合構成市町の住民の皆さんにも丁寧にご説明を申し上げるとともに、新ごみ

処理施設につきましても早期に着工出来るよう全力で取り組んでまいりたいと

考えております。 

それでは、提案理由についてご説明申し上げます。今定例会に提出しておりま

す案件は令和５年度一般会計決算認定、令和６年度一般会計補正予算（第２号）

の２点でございます。 

まず、議第１０号、令和５年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認

定については、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき監査委員の審査に

付しましたので同条３項の規定により議会の認定に付するものでございます。 

次に議第１１号、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算（第２

号）については既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ３億２,７３９万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億６,２５

９万１,０００円とするものでございます。補正予算の主な内容はごみ処理施設

整備に係る費用の補正と令和５年度決算に伴う剰余金の基金の積立等でござい

ます。以上、概略をご説明申し上げましたが、個々の詳細につきましては、議事

の進行に伴い、随時説明を申し上げてまいりたいと思います。今回、提案をさせ

ていただきました議案につきましては、当組合を運営するにあたり重要な案件

でございますので、十分ご審議の上、全て原案どおりご承認くださいますよう、

お願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

以上で、提案理由の説明が終わりました。 
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～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

日程第３、議第１０号令和５年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議第１０号令和５年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、補足説明をさせていただきます。 

 議案書の議第１０号をご覧ください。地方自治法第２３３条第３項の規定に

よりまして令和５年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算を別冊のと

おり監査委員の意見を付けて議会の認定をお願いするものでございます。                                                                                                 

 それでは、歳入歳出決算書の２ページ、３ページをご覧ください。歳入から

ご説明いたします。１款、分担金及び負担金、予算現額２０億３,３０２万６,

０００円。収入済額２０億３,３０２万６，０００円。２款、使用料及び手数

料、予算現額５,６８６万５,０００円。収入済額５,６９６万７,９００円。３

款、財産収入、予算現額８１万１,０００円。収入済額８１万１,６７７円。４

款、繰入金、予算現額１億４,８８１万８,０００円。収入済額１億４,８８１

万８,０００円。５款、繰越金、予算現額１億１,７６９万３,０００円。収入

済額１億１,７６９万３,１３９円。６款、諸収入、予算現額１０９万円。収入

済額２４２万３,２０１円。７款、国庫支出金、予算現額１,４４９万８,００

０円。収入済額１,０５９万３,０００円。歳入合計としまして、予算現額２３

億７,２８０万１,０００円。収入済額２３億７,０３３万２,９１７円でござい

ます。 

 続いて４ページ、５ページをお願いします。歳出でございます。１款、議会

費、予算現額４２万円。支出済額４１万９１５円。不用額９,０８５円。２款 

総務費、予算現額９,３２４万３,０００円。支出済額９,０６９万８,７４２

円。不用額２５４万４,２５８円。３款、衛生費、予算現額２１億４,８３７万

８,０００円。支出済額１７億８,４２５万８,１９３円。翌年度繰越額５,５４

２万円。不用額３億８６９万９,８０７円。４款、公債費、予算現額２２５万
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６,０００円。支出済額２０８万７,６７８円。不用額１６万８,３２２円。５

款、諸支出金、予算現額１億１,７５０万５,０００円。支出済額１億１,７５

０万４,６７７円。不用額３２３円。６款、予備費、予算現額１,０９９万９,

０００円。支出済額０円。不用額１,０９９万９,０００円。歳出合計としまし

て予算現額２３億７,２８０万１,０００円。支出済額１９億９,４９６万２０

５円でございます。  

 ６ページをお願いします。歳入決算額２３億７,０３３万２,９１７円。歳出

決算額１９億９,４９６万２０５円。歳入歳出差引額３億７,５３７万２,７１

２円でございます。 

 続きまして８ページ、９ページをお願いします。着座にて失礼します。事項

別明細書の歳入でございます。１款１項１目、負担金、予算現額２０億３,３

０２万６,０００円。収入済額２０億３,３０２万６,０００円。各構成市町の

内訳は備考欄に明記されておりますとおり、吉野川市が７億８,９６４万２,０

００円。阿波市が７億４,１４１万２,０００円。板野町が２億７,４８１万７,

０００円。上板町が２億２,７１５万５,０００円でございます。２款１項１

目、衛生手数料、予算現額５,６８６万５,０００円。収入済額５,６９６万７,

９００円。これは一般廃棄物ごみ収集許可業者が当中央広域環境センターにご

みを搬入する際に納めていただく処理手数料でございます。３款１項１目、利

子及び配当金、予算現額８１万１,０００円。収入済額８１万１,６７７円。こ

れは財政調整基金と一般廃棄物処理施設整備基金の利子でございます。４款１

項１目、財政調整基金繰入金、予算現額２０８万９,０００円。収入済額２０

８万９,０００円。これは、災害復旧事業債償還のために財政調整基金を取り

崩し一般会計に繰り入れたものでございます。  

 １０ページ､１１ページに移りまして、同款同項２目、一般廃棄物処理施設

整備基金繰入金、予算現額１億４,６７２万９,０００円。収入済額１億４,６

７２万９,０００円。これは、新ごみ処理施設整備事業に係る費用に必要とな

り、一般廃棄物処理施設整備基金を取り崩し一般会計に繰り入れたものでござ

います。５款１項１目、繰越金、予算現額１億１,７６９万３,０００円。収入

済額１億１,７６９万３,１３９円。前年度からの繰越金でございます。６款１

項１目、預金利子、予算現額１万円。収入済額５万６,０８９円。歳計現金の

預金利子などでございます。同款２項１目、雑入、予算現額１０８万円。収入

済額２３６万７,１１２円。内訳は備考欄にございます。主なものとしまして

下から２項目の資源化物売払収入が１４２万３７５円でございます。 

１２ページ､１３ページに移りまして、７款１項１目、衛生費国庫補助金 

予算現額１,４４９万８,０００円。収入済額１,０５９万３,０００円。以上、

歳入の収入済額合計は２３億７,０３３万２,９１７円でございます。  

 １４ページ、１５ページをお願いします。続きまして歳出についてご説明さ
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せていただきます。１款１項１目、議会費、予算現額４２万円。支出済額４１

万９１５円。主に組合議員報酬でございます。２款１項１目、一般管理費、予

算現額９,２８４万円。支出済額９,０３７万４,７０５円。不用額２４６万５,

２９５円でございます。職員給与、構成市町からの派遣職員人件費負担金など

の人件費でございます。                   

 続きまして１６ページ、１７ページをお願いします。同款２項１目、監査委

員費、予算現額４０万３,０００円。支出済額３２万４,０３７円でございま

す。主に監査委員報酬でございます。 

 続きまして１８ページ、１９ページをお願いします。３款１項１目、塵芥処

理費、予算現額１８億８,１３２万２,０００円。支出済額１６億４４０万４,

３２８円。不用額２億７,６９１万７,６７２円でございます。支出額が大きい

項目といたしましてまず１０節、需用費でございます。予算現額９億６,１４

４万円。支出済額７億１,３８６万８,３４８円。不用額２億４,７５７万１,６

５２円でございます。この不用額につきましては、LＮＧ単価や電気単価が、

当初の想定を下回ったこと。また、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業によ

る支援があったことによるものでございます。次に１２節、委託料、予算現額

９億１,８２９万４,０００円。支出済額８億９,００８万３,７５６円。不用額

２,８２１万２４４円でございます。委託業務といたしましては、備考欄にご

ざいますとおり中央広域環境センターの運転及び整備業務、それから周辺の環

境調査業務、副産物運搬並びにリサイクル処理業務などでございます。続きま

して、３款１項２目、ごみ処理施設建設費でございます。予算現額２億６,７

０５万６,０００円。支出済額 1億７,９８５万３,８６５円。翌年度繰越額

が、繰越明許費で５,５４２万円。不用額３,１７８万２,１３５円でございま

す。 

２０ページ、２１ページをお願いします。主なものとしまして、新ごみ処理

施設整備に係る委託料及び構成市町派遣職員人件費負担金、新ごみ処理施設整

備に伴う負担金等でございます。４款１項、公債費、予算現額２２５万６,０

００円。支出済額２０８万７,６７８円。不用額１６万８,３２２円。これは、

災害復旧事業債の令和５年度分の償還金でございます。 

  ２２ページ、２３ページをお願いします。５款１項１目、基金費、予算現額 

１億１,７５０万５,０００円。支出済額１億１,７５０万４,６７７円。不用額    

３２３円。これは、令和４年度からの繰越金及び運用益を財政調整基金、一般

廃棄物処理施設整備基金に積み立てたものでございます。６款１項１目、予備

費につきましては、財政調整基金の利子の増加に伴いまして、予算額が不足し

たため、充用したものでございます。以上、歳出の支出済額合計は１９億９,

４９６万２０５円でございます。 

 次に２４ページをお願いします。実質収支に関する調書でございます。歳入
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総額２３億７,０３３万２,９１７円。歳出総額１９億９,４９６万２０５円。 

歳入歳出差引額３億７,５３７万２,７１２円。翌年度へ繰り越すべき財源、繰

越明許費繰越額５,５４２万円。実質収支額は３億１,９９５万２,７１２円、

また、実質収支額のうち地方自治法の規定によります基金繰入金はございませ

ん。 

２６ページ、２７ページをお願いします。財産に関する調書でございます

が、１.公有財産では土地、建物とも令和５年度中の異動はございません。２.

物品も令和５年度中の異動はございません。３.基金のうち財政調整基金は電

気・ガス価格激変緩和対策事業により、令和４年度中に取り崩した額の不用額

及び決算年度中の運用益を積み増しし、災害復旧事業債償還分を取り崩して、

決算年度末現在高は２億８,５２７万２,６２２円となっております。一般廃棄

物処理施設整備基金は、令和４年度からの繰越金及び決算年度中の運用益を積

み増しし、新ごみ処理施設整備事業に必要な費用を取り崩し、決算年度末現在

高は３億５,９１４万７,１２４円となっており、合計で令和５年度末現在高は

６億４,４４１万９,７４６円でございます。 

２８ページ、２９ページをお願いします。主要な施策の成果に関する説明書

でございますが、一番下の新ごみ処理施設整備事業１億７,９８５万４,０００

円は、新ごみ処理施設整備に係る基本計画策定業務の他、関係費用でございま

す。その他につきましては例年のとおり事業を実施しております。以上で、令

和５年度中央広域環境施設組合一般会計歳入歳出決算認定についての補足説明

とさせていただきます。ご審査の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、議第１０号令和５年度中央広域環

境施設組合一般会計歳入歳出決算認定については事前に監査を受けておりま

す。柿部監査委員に監査の報告を求めます。 

 

○監査委員（柿部美彦君） 

議長、柿部監査委員。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

柿部監査委員。 

 

○監査委員（柿部美彦君） 

監査委員の柿部でございます。令和５年度中央広域環境施設組合一般会計

歳入歳出決算及び審査意見につきまして、地方自治法第２３３条第２項及び第

２４１条第５項の規定により、審査に付された令和５年度中央広域環境施設組
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合関係一般会計歳入歳出決算及び証書類、その他政令で定める書類並びに基金

の運用状況を示す書類について、令和５年度に監査委員として来ていただきま

した松村前監査委員と共に審査した結果をご報告いたします。 

 意見書の１ページをご覧ください。審査の期間は令和６年７月２５日から

８月２３日までで、管理者から審査に付されました一般会計歳入歳出決算書並

びに付属書類、現金、出納保管状況調書及び基金の運用状況調書が、令和５年

度の財政状態を適正に表示し、かつ正確に記録されているか否かを検証するた

め、関係帳簿及び証拠書類と照合し、必要に応じて決算資料の提出を求めます

とともに、関係職員の説明を聴取し、併せて令和５年度に実施した定期監査及

び出納検査の結果も考慮して審査を行いました。その結果、一般会計歳入歳出

決算書及び付属書類は適正に調整され、誤りもなく、決算における計数は正確

で、内容も正当であると認められました。また、予算の執行及び関連する事務

の処理は適正に行われているものと認められました。決算規模、財政運営及び

決算収支の状況は、前年度決算数値を含め１ページ中段以降に記載しておりま

す。 

 令和５年度における一般会計の決算額は、歳入は２３億７,０３３万２,９１

７円で、前年度より４億２,０２７万６,７４４円増加しています。歳出は１９

億９,４９６万２０５円で、これも前年度より１億６,２５９万７,１７１円増加

しています。これに伴いまして歳入歳出差引額は前年度決算額より２億５,７６

７万９,５７３円多い３億７,５３７万２,７１２円で、翌年度に繰り越すべき

財源５,５４２万円を差し引いた実質収支は３億１,９９５万２,７１２円でご

ざいます。この額が令和６年度へ繰り越され、経常収支比率は８５．６とな

っております。積立金は、令和５年度末現在高は、令和４年度より３,１

３１万３,３２３円少ない６億４,４４１万９,７４６円となっておりま

す。前年度からの繰越金と利子を積み立てましたが、新施設整備関連事業

費として繰り入れを行ったことによるものです。基金の内訳は６ページ中

段に記載しております。一般廃棄物処理施設整備基金が３億５,９１４万

７,１２４円、財政調整基金は２億８,５２７万２,６２２円となっており

ます。 

地方債は、平成３０年９月の台風２１号により被災いたしました、ごみ

ピット天井等の修繕のために、廃棄物処理施設災害復旧事業債１,６７０

万円を借り入れており、令和５年度は元金と利子を合わせて２０８万７,

３９６円を償還いたしましたので、令和５年度末の残高は１,０４３万７,

８１３円となっております。決算収支につきましては下段のとおりでござ

います。また、２ページから６ページには歳入歳出決算額の分析結果、増

減理由を記載しておりますのでご高覧いただきたいと思います。 

  総合意見を述べさせていただきますので、６ページをご覧ください。 

令和５年度中央広域環境施設組合の決算状況は、歳入は前年度に比べまして
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４億２,０２７万６,７４４円多い２３億７,０３３万２,９１７円となっておりま

す。これは、ＬＮＧ料金及び電気料金の高騰に備えるため、構成自治体負担金が増加

したことや、新ごみ施設整備に係る事業費が増加したため、一般廃棄物処理施設整備

基金繰入金が増加したことが主な原因でございます。歳出は前年度に比べると１

億６,２５９万７,１７１円多い１９億９,４９６万２０５円となっており

ます。これは、ごみ処理に要する電気料金や消耗器材、薬品代、プラント

整備委託料等の増加、および新施設整備に係る各種委託料、負担金が増加

したことが主な要因でございます。令和５年度のごみ処理量は２万９,５

４２．４４トンで、令和４年度の２万９,３１２．７３トンより２２９．７

１トン増加しております。燃料費の多くを占めますＬＮＧについては、省

エネ対策として、平成２１年度から炉全体の温度管理をブロック管理に変

更し、温度を平準化することによりＬＮＧ及び酸素の噴射注入量を低減す

るとともに、スラグを円滑に排出する高温反応炉均質化炉バーナーのＬＮ

Ｇ使用量を可能な限り削減しております。令和５年度もこの手法を継続い

たしまして、ＬＮＧ料金が令和４年度、１億９,３２０万６３３円から、

令和５年度は１億７,２２３万２,８６５円と２,０９６万７,７６８円減少

いたしました。１トンあたりのごみ処理に要するＬＮＧ単価は、令和４年

度の６,５９１円に対しまして令和５年度は５,８３０円と、７６１円減少

しております。これは原油価格が比較的安定していたためと考えておりま

す。 

 電気料金は、計画通りの運転を実施することによりまして使用電力量の

抑制に努めてまいりましたが、受電電力量は令和４年度より３５万６,２

４８キロワットアワー多い、１,３６２万１,０４５キロワットアワーとな

りました。そのため令和５年度の電気料金は３億３２３万５,３８８円と、

令和４年度の２億７,５９９万１,０９２円と比較し、２,７２４万４,２９

６円増加いたしました。ごみ処理１トンあたりの電気単価は令和４年度の 

９,４１５円に対しまして、令和５年度は１万２６４円と８４９円増加し

ております。これらの要因により、トータルでは１トン当たりのごみ処理

単価は、令和４年度の５万２,７９３円に対しまして、令和５年度は５万

４,３０８円と１,５１５円増加しております。 

 ＬＮＧ料金と電気料金を合わせますと４億７,５４６万８,２５３円に

のぼることを考えますと、今後も原油価格の変動等に注意するとともに、

引き続き省エネ対策を推進する必要がございます。薬品や消耗器材等も増

加傾向であるため、これらの経常経費についても、引き続き可能な限り抑

制に努めていただきたいと思っております。 

  プラント整備には、令和５年度も５億４,４１６万１００円と多額の費

用を支出しております。安全性を確保するため、また、施設が停止すると
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住民生活に影響を及ぼすため、費用が多額となる事情は理解できますが、

令和７年７月末での焼却処理の停止を見据えまして、効率的かつ適正な機

械設備整備を実施してください。 

 今後の財政運営にあたっては、歳入関係については、適正な額の予算化、

適時の調定、納付期限内の収納及び速やかな現金収納手続きなど、適正な

事務処理が確保されるよう努めてください。副産物や資源化物は、収入の

安定が図れるよう取引先を確保し、また、収支計画に基づく定期預金の活

用も続けていただきたいと思っております。歳出関係については、限られ

た財源を効率的・効果的に活用できるよう、あらゆる支出の必要性と金額

の妥当性を検証し、適切な執行に努めることが重要でございます。省エネ

法管理特定計画に基づくエネルギー管理によるごみ処理経費の削減に努

めてください。 

 当組合を構成する自治体には今後ともごみの減量化に努めていただき、

中央広域環境施設組合には、なおいっそう創意工夫を重ねまして、処理経

費の削減に努めてください。新施設の早期稼働に向けまして、事業が円滑

に進みますよう、中央広域環境施設組合と構成自治体の協力と、関係各位

のご助力をよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

 ありがとうございました。以上で補足説明及び監査の報告が終わりました。こ

れより本案に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。日程第３、議第１０号令和５年度中央広域環境施設組合一

般会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第１０号令和５年度中央広域環境施設組

合一般会計歳入歳出決算認定については、これを認定することに決定いたしま

した。 

 



- 12 - 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

続きまして、日程第４、議第１１号令和６年度中央広域環境施設組合一般会

計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

事務局の補足説明を求めます。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

議長、角野総務課長。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

角野総務課長。 

 

○総務課長（角野芳正君） 

着座にて失礼いたします。議第１１号令和６年度中央広域環境施設組合一般

会計補正予算（第２号）について補足説明をさせていただきます。 

議第１１号の補正予算書（第２号）の１ページをご覧ください。令和６年度中

央広域環境施設組合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる

ものでございます。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ       

３億２,７３９万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２５億６,２５９万１,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳

入歳出予算補正によるものでございます。                                                                                              

２ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入についてでござい

ます。３款１項、財産運用収入、補正前の額７１万６,０００円、補正額８万８,

０００円の追加、補正後の額８０万４,０００円。４款１項、基金繰入金、補正

前の額２０８万９,０００円、補正額８３５万１,０００円の追加、補正後の額

１,０４４万円。５款１項、繰越金、補正前の額１００万円、補正額３億１,８９

５万２,０００円の追加、補正後の額３億１,９９５万２,０００円。歳入合計と

いたしまして、補正前の額２２億３,５２０万円、補正額３億２,７３９万１,０

００円の追加、補正後の額２５億６,２５９万１,０００円でございます。                                                                                                    

続きまして３ページ、歳出でございます。３款１項、清掃費、補正前の額２１

億２,７１７万７,０００円、補正額２,２１８万７,０００円の追加、補正後の額

２１億４,９３６万４,０００円。４款１項、公債費、補正前の額２２５万６,０

００円、補正額８３５万１,０００円の追加、補正後の額１,０６０万７,０００

円。５款１項、基金費、補正前の額７１万６,０００円。補正額２億９,６８５万

３,０００円の追加、補正後の額２億９,７５６万９,０００円。歳出合計といた
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しまして、補正前の額２２億３,５２０万円、補正額３億２,７３９万１,０００

円の追加、補正後の額２５億６,２５９万１,０００円でございます。                 

１０ページ、１１ページをお願いします。事項別明細書の歳入について、ご説

明させていただきます。３款１項１目、利子及び配当金は、財政調整基金利子の

増加分８万８,０００円を追加するものでございます。４款１項１目、財政調整

基金繰入金は、現施設が令和７年８月以降、積替保管施設となることから借り入

れ当初の施設の使用目的が異なり、災害復旧事業債の繰り上げ償還の財源に充

てるため財政調整基金を取り崩して一般会計に繰り入れるものでございます。

財政調整基金の現在高は２億８,５２７万２,６２２円で、このうち８３５万１,

０００円を一般会計に繰り入れるものでございます。５款１項１目、繰越金は、

令和５年度決算による剰余金につきまして３億１,８９５万２,０００円を追加

するものでございます。          

１２ページ、１３ページをお願いします。歳出についてでございます。３款１

項２目、ごみ処理施設建設費が、２,２１８万７,０００円の追加としておりま

す。内容につきましては、新ごみ処理施設整備に係る事業者選定支援業務委託料

でございます。財源につきましては、令和５年度決算剰余金１市２町分から充当

し、今回補正を提案させていただいている次第でございます。次に４款１項１目 

元金が８３５万円、また、同款同項３目、公債諸費１,０００円の追加となって

おります。これは、災害復旧事業債の繰り上げ償還に必要な８３５万円及び、繰

り上げ償還に伴う補償金１,０００円でございます。次に５款１項１目、基金費

が２億９,６８５万３,０００円の追加となっております。これは、財政調整基金

の運用益として生じる利子８万８,０００円を当該基金に積み立てるものでご

ざいます。また、令和５年度決算による剰余金２億９,６７６万５,０００円を一

般廃棄物処理施設整備基金へ積み立てるものでございます。以上で、議第１１

号、令和６年度中央広域環境施設組合一般会計補正予算（第２号）についての説

明とさせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（枝澤幹太君） 

ただいま、事務局より説明がありましたが、これより本案に対する質疑を行い

ます。ご質疑はございませんか。 

 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

ご質疑がないようですので、質疑を打ち切り、直ちに採決いたします。 

お諮りいたします。議第１１号令和６年度中央広域環境施設組合一般会計補正

予算（第２号）については、原案のとおり決定することにご異議ございません
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か。 

 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

○議長（枝澤幹太君） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第１１号令和６年度中央広域環境施設組

合一般会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

以上で、本定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。これを

もちまして、令和６年第２回中央広域環境施設組合議会定例会を閉会いたしま

す。どうもお疲れさまでした。 

 

 

 

午前１０時１１分 閉会 
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上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここ

に署名する。 

 

 

議  長 

 

 

署名議員 

 

 

署名議員 

 


